
平
成
十
九
年
十
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

九

号

北
方
領
土
返
還
に
向
け
て
の
政
府
の
考
え
の
変
遷
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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北
方
領
土
返
還
に
向
け
て
の
政
府
の
考
え
の
変
遷
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
七
年
十
月
二
十
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
三
二
号
、
以
下
「
政
府
答
弁
書

一
」
と
い
う
。
）
及
び
同
年
同
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
九
号
、
以
下
、
「
政
府
答

弁
書
二
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
北
方
領
土
返
還
交
渉
に
際
し
て
、
一
九
九
一
年
以
降
ロ
シ
ア
側
が
示
し
て
き
た
姿
勢
を
踏
ま

え
て
我
が
国
が
北
方
領
土
返
還
交
渉
に
対
し
て
柔
軟
な
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
以
前
に
、
我
が
国
は
ロ
シ
ア
側
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
み
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
て
い
た
の
か
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、

従
来
、
我
が
国
政
府
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
あ
ら
ゆ
る
対
話
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
北
方
領
土
問
題

を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
の
我
が
国
の
立
場
を
粘
り
強
く
主
張
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
で
は
、
具
体
的
に
一
九
九
一
年
以
降
我
が
国
が
柔
軟
な
姿
勢
を
と
る
以
前
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を

と
っ
て
い
た
の
か
に
対
す
る
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
九
九
一
年
以
降
は
、
我
が
国
が
「
北
方
四
島
の
我
が
国
へ
の
帰
属

が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
実
際
の
返
還
の
時
期
、
様
態
及
び
条
件
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
ロ
シ
ア

側
と
北
方
領
土
返
還
交
渉
に
臨
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
は
明
ら
か
に
よ
り
強
硬
な
対
応
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
思
料

一



さ
れ
る
と
こ
ろ
、
再
度
明
確
な
説
明
を
求
め
る
。

二

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
「
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間

で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
基
本
的
方
針
を
堅
持
し
つ
つ
、
北
方
四
島
の
我
が
国
へ
の
帰
属
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
実
際

の
返
還
の
時
期
、
様
態
及
び
条
件
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
」
と
「
択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
を
一

括
し
て
我
が
国
に
返
還
す
る
」
と
の
考
え
方
の
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
、
「
前
者
の
考
え
方
は
、
後
者
の
考
え
方
よ
り
も
よ

り
柔
軟
な
対
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
、
両
者
の
意
味
が
同
じ
も
の
で
は
な
い
と

政
府
は
認
め
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
で
、
二
〇
〇
四
年
版
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
北
方
四

島
の
一
括
返
還
を
実
現
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
政
府
の
不
動
の
姿
勢
と
不
退
転
の
決
意
」
と
の
記
述
が
、
二
〇

〇
五
年
版
以
降
「
北
方
四
島
の
帰
属
に
関
す
る
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
と
い
う
政
府
の
不
動
の
姿

勢
と
不
退
転
の
決
意
」
と
変
更
に
な
っ
た
こ
と
（
以
下
、
「
記
述
の
変
更
」
と
い
う
。
）
は
、
や
は
り
北
方
領
土
返
還
交
渉

に
対
す
る
我
が
国
の
立
場
の
変
更
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
に
お
け
る
「
お
尋
ね
の

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
二
〇
〇
五
年
版
に
お
け
る
記
述
の
変
更
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問

題
を
解
決
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
基
本
的
方
針
を
堅
持
し
つ
つ
、
北
方
四
島
の
我
が
国

二



へ
の
帰
属
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
実
際
の
返
還
の
時
期
、
様
態
及
び
条
件
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
と
い
う
北
方
領
土
問

題
に
関
す
る
政
府
の
考
え
を
よ
り
適
切
に
反
映
す
る
と
の
観
点
か
ら
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
政
府

の
立
場
の
変
更
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
」
と
の
政
府
の
答
弁
は
真
実
で
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
説
明
を
求
め
る
。

三

二
を
敷
衍
す
る
と
、
二
〇
〇
七
年
九
月
十
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
五
号
）
で
触
れ

て
い
る
、
同
年
八
月
三
十
日
付
と
同
年
九
月
八
日
付
の
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
町
村
�
孝
外
務
大
臣
（
当
時
）
の
「
四
島
一
括

返
還
が
我
々
の
年
来
の
主
張
だ
」
と
の
発
言
は
、
や
は
り
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
い
う
、
「
よ
り
柔
軟
な
対
応
」
を
示
し
た

政
府
の
方
針
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
い
上
で
の
発
言
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
側
に
対
し
て
間
違
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
シ
グ
ナ
ル

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
一
九
九
一
年
以
降
、
北
方
領
土
返
還
交
渉
に
際
し
て
政
府
が
柔
軟
な
対
応
を
と
る
こ
と
と
し

て
い
る
一
方
で
、
な
ぜ
「
記
述
の
変
更
」
が
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
二
〇
〇
五
年
版
か
ら
行
わ
れ
た
の
か
と
の
質
問
に
対

し
、
「
二
〇
〇
一
年
版
ま
で
の
『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
に
お
け
る
お
尋
ね
の
箇
所
の
記
述
は
、
千
九
百
八
十
八
年
以
前
に

行
わ
れ
た
我
が
国
内
閣
総
理
大
臣
及
び
外
務
大
臣
に
よ
る
北
方
領
土
の
現
地
視
察
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
二

〇
〇
二
年
版
よ
り
、
二
千
一
年
以
降
に
行
わ
れ
た
現
地
視
察
に
つ
い
て
も
随
時
加
筆
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
」
、
「
記
述

三



の
変
更
」
を
二
〇
〇
五
年
版
以
降
行
っ
た
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
版
以
降
、
二
〇
〇
一
年
以
降
に
行
わ

れ
た
現
地
視
察
に
つ
い
て
も
随
時
加
筆
し
て
き
た
の
な
ら
、
「
記
述
の
変
更
」
を
二
〇
〇
二
年
版
か
ら
行
う
の
が
当
然
の
流

れ
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
な
の
に
二
〇
〇
五
年
版
以
降
「
記
述
の
変
更
」
が
行
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
説
明
を
求
め
る
。

五

四
の
政
府
の
答
弁
は
全
く
説
得
力
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
「
記
述
の
変
更
」
が
二
〇
〇
五
年
版
以
降
に
見
ら
れ
る
の
は
や

は
り
外
務
省
の
怠
慢
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
、
政
府
が
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
七
七
号
、
四
一
二
号
、
四
六
九
号
の
政

府
答
弁
書
で
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
の
Ｈ
Ｐ
の
掲
載
が
遅
れ
た
理
由
を
「
た
ま
た
ま
で
あ
る
」
旨
答
え
て
い
る
の
と
同

様
に
、
「
記
述
の
変
更
」
が
二
〇
〇
五
年
版
以
降
に
行
わ
れ
た
の
も
「
た
ま
た
ま
」
で
あ
る
の
か
。
明
快
な
答
弁
を
求
め

る
。

右
質
問
す
る
。

四


